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該当する
法令はあ
りませ
ん。

該当する制
度はありませ
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e ―
当府所管公益法人において、ご要望内
容に該当する国家資格試験業務を実施

しているものはありません。
― - z03003 全省庁

独立行政
法人並び
に、政府管
掌の公益
法人、社
団・財団法
人等が運
営実施して
いる国家
資格試験
業務の、民
間への委
託開放を
希望致しま
す。

5026 5026001
（株）アイ・
イーシー

1 B

独立行政法
人並びに、政
府管掌の公
益法人、社
団・財団法人
等が運営実
施している国
家資格試験
業務の、民
間への委託
開放を希望
致します。

国家資格試験の受付事務から採点処
理・合否判定・通知業務までの一連の
作業事務は、民間で十分に対応出来得
る内容であり、且つ効率、効果的な運用
が大幅に改善できると鑑みてます。

管理栄養士・社会福祉士・衛生管理者
（厚生労働省）、行政書士（総務省）、国
内旅行業取扱主任者・一般旅行業務取
扱主任者・マンション管理士・管理業務
主任者・宅地建物取引主任者・（国土交
通省）、危険物取扱者（消防庁）の試験
業務の規制撤廃および民間への業務
開放を要望致します。

試験業務に付随する一切のアウトソー
シングを事業主体として取組んでおりま
す。

政府管掌でなくてはならない明確な事由
が、見当たらないことと、民間に出来な
い事由が明確でない事による国家資格
試験の民間開放を要望致します。

全省庁で定められている国家試験ごと
の、省令等により、公益法人、資格認定
事業団体でしか、取り扱いが出来ないと
なっているもの。
各資格の業法および、法律

法律等で指定された資格認定事業者以
外でも、取り扱いができる国家試験業務
の事務請負の民間への開放および規
制の緩和・撤廃を要望致します。

本要望については、当室としても、社会
的な要請等を踏まえ、検討しているとこ

ろである。

要望者より、以下の通り再意見が提出
されている。

生活協同組合が実施する共済事業に
対し、保険業とのイコール・フッティング
や規制強化の意見・要望が、特定の業
態を中心に論じられています。これらは
先に述べたように「消費者保護」を大義
とした経済的利益のみに着目した意見・

要望と考えます。
　生活協同組合の共済事業は、消費生
活協同組合法に基づき、相互扶助の精
神のもとに自発的に事業を行うもので
す。今日、この組織目的について多くの
勤労者・国民の共感と支持を得て、組合
員・契約者数は、2004年度には5,000万
人に達しており、共済事業の果たす社
会的役割は大きいものと考えています。
その組織目的を捨象した保険業とのイ
コール・フッティング論は協同組合共済
事業の存在の否定につながりかねない

ものと考えます。
従って、これらの意見・要望は貴「規制
改革・民間開放推進会議」での検討課
題に馴染まないものとして、あらためて

適切な対応方を要望します。

本要望については、当室としても、社会
的な要請等を踏まえ、検討しているとこ

ろである。
z03004 内閣府

規制改革
要望の課
題の取扱
いの適正
化

5067 5067001

日本共済協
会・
共済生協懇
談会

1 A

規制改革要
望の課題の
取扱いの適
正化

今日、生活協同組合が実施する共済事
業に対し、保険業とのイコール・フッティ
ングや規制強化の意見・要望が見受け
られます。これらは「消費者保護」を大
義とした、特定の業態の経済的利益の
みに着目した意見・要望と考えざるを得
ません。
従って、これらの意見・要望は貴「規制
改革・民間開放推進会議」での検討課
題に馴染まないものとして、対応方を要
望します。

１．政府がすすめられる構造改革や「規
制改革・民間開放推進」の取り組みは、
規制緩和や自由化の促進をはかること
や官業を民間に開放することにより、経
済の活性化と雇用の創出によって活力
ある経済社会の実現を図るとともに、消
費者・利用者の選択肢の拡大を通じて
質の高い多様なサービスを享受できる
豊かな国民生活を実現するものと認識
しています。
共済事業に対する保険業とのイコール・
フッティングや規制強化の意見・要望
は、「消費者保護」を大義としているもの
の、内実は特定の業態の経済的利益の
みに着目したものであり、「規制改革・民
間開放推進会議」の目指している目的
にそぐわないものと考えざるを得ませ
ん。
２．消費生活協同組合法では「この法律
は、国民の自発的な生活協同組織の発
達を図り、もって国民生活の安定と生活
文化の向上を期することを目的とする
（第1条）」ことや、「組合は、その行う事
業によって、その組合員及び会員に最
大の奉仕をすることを目的とし、営利を
目的としてその事業を行ってはならない
（第９条）」と規定しています。従って、生
活協同組合は、出資を行った組合員が
事業を利用し運営に参加する 組合員

(要望理由続き)このような立法主旨にも
とづき行っている生活協同組合の共済
事業は、相互扶助の理念に基づいた自
治ガバナンスにより運営がなされてお
り、組合員・共済契約者の利便性の向
上やその保護を図る措置については、
法令などにより講じられています。さら
に、現代の社会環境や消費者・生活者
を取り巻く環境の変化に合わせ、自律
的立場で更なる検討をすすめています
し、今日の生活協同組合の果たしてい
る社会的責任・役割に鑑み、有識者・消
費者からのご意見等も伺って行きたいと
考えます。

国際会議へ
の出席等の
際に、現地で
の会場借
料、電話料
等の使用が
予定される
場合は、現
地で契約す
る必要があ
ることから会
計法等１３条
第３項の規
定に基づき、
出張者のうち
適任者を契
約権限を有
する分任支
出負担行為
担当官に任
命し、クレ
ジットカード
での決済を
前提とした契
約を行い、後
日、利用内
容を確認のう
え、クレジット
会社からの

ｄ

国際会議への出席等の際に、現地での
会場借料、電話料等の使用が予定され
る場合は、現地で契約する必要がある
ことから会計法等１３条第３項の規定に
基づき、出張者のうち適任者を契約権
限を有する分任支出負担行為担当官に
任命し、クレジットカードでの決済を前提
とした契約を行っているところであり、ク
レジットカードによる支払業務について
は制度上問題ないと考えているが、国
内における物品購入や職員の出張に伴
う費用の支払については、既設の会計
機関が適切に処理をしていることから、
クレジットカードによる支払は考えては

いない。

要望元からの下記意見を踏まえ、具体
的な対応策を改めて検討され、示され
たい。「①海外における調達・支払業務
において既にクレジットカード決済を導
入いただいていることは理解できる。し
かし、今回要望している内容は、諸外国
のように国内における物品調達・支払業
務におけるクレジットカードシステムを活
用したコスト削減や業務効率化である。
既に既存の会計機関により適正な運用
が行われているとのことであるが、再度
諸外国の導入事例等をご確認いただ
き、国内の調達・支払業務についてもご

検討いただきたい。
②また、金融庁・財務省からの回答にあ
る通り、「物品調達・物品管理、謝金、諸
手当、補助金及び旅費の各業務・シス
テム最適化計画」により、物品調達・支
払業務が電子化される予定であれば、
その計画の中でクレジットカードシステ
ムの導入についてもご検討いただきた

い。」

z03005 全省庁

政府にお
ける物品
調達・支払
業務にお
けるクレ
ジットカー
ドシステム
の導入

5075 5075002

クレジット
カード普及連
絡会（クレ
ジットカード
会社29社
※別紙参加
カード会社
社名一覧ご
参照）

2 A

政府におけ
る物品調達・
支払業務に
おけるクレ
ジットカード
システムの
導入

諸外国と同様にクレジットカードシステ
ムを導入した、政府における物品購入・
支払いシステムを実現し、政府の物品
調達・支払いに関するコスト削減や業務
プロセスの効率化を実現いただきたい。
ついては、会計法や予算決算及び会計
令等のにおいて、本要望を妨げる規定
がある場合は、その規定をご指摘いた
だくとともに制度を改正いただきたい。

各府省庁において実施されている、物
品調達・支出の一連の業務プロセスに
クレジットカードシステム（政府購買専用
カードの発行、決済スキームの活用、共
同アウトソーシングシステムの構築等）
を導入する。まずは、いくつかの府省庁
で実証実験を行い効果を確認。効果が
見られた場合は、その他の府省庁に順
次拡大する。

諸外国では、既にクレジットカードシステ
ムを導入し、政府物品調達・支払業務に
おけるコスト削減・効率化において大き
な成果を上げている。米国では年間１４
億ドル、イギリスでは年間１億ドルのコ
スト削減効果があると推定されている。
従って、日本においても物品調達・支払
業務にクレジットカードシステムを導入
することによる、コスト削減・効率化効果
が見込めるものと考えるため、関係府
省において検討をお願いしたい。

会計法（第10条～第28条）、予算決算及
び会計令（第38条～第63条）、契約事務
取扱規則（第1条～第27条）

【ご参考：クレジットカードシステムを導
入している諸外国】米国、イギリス、フラ
ンス、ドイツ、アイルランド、イタリア、ノ
ルウェー、スペイン、スウェーデン、オー
ストラリア、香港、韓国、ニュージーラン
ド、シンガポール、台湾、タイ、カナダ、
アルゼンチ、ブラジル、コスタリカ、プエ
ルトリコ等※物品調達に限定するもので
はなく、政府からの様々な支出において
クレジットカードシステムを導入している

国々

国家公
務員法
第103
条、人事
院規則１
４－４

内閣府にお
いては、制度
を所管してい
ない。

ｃ ー
職員の再就職については、国家公務員
法等に則り適切に対応している。

　要望者から以下のような再意見が寄
せられていますので再検討をお願いし
ます。『（１）国家公務員法第103条第2項
で「職員は、離職後２年間は、営利企業
の地位で、その離職前５年間に在職し
ていた人事院規則で定める国の機関、
特定独立行政法人又は日本郵政公社
と密接な関係にあるものに就くことを承
諾し又は就いてはならない。」としていま
すが，２年間であることの根拠があるわ
けではなく，また再就職による関連企業
等への利益誘導事例が先般日本道路
公団を舞台にありました。役職者につい
ては年限を設けずに禁止することが必
要な事例です。　例えば，財務省の役職
者が，現にＪＴの役職者として天下って
います。例えば現ＪＴ会長は財務省元主
計局長であり，副社長の一人は元造幣
局長であるなど，行政機関が管理監督
権限を有する企業に迂回して就職して
いることは，癒着を生み，利益誘導を有
する可能性が否定できないので，行政
の公平性を損なわせないために，天下
りによる関連企業等への利益誘導が絶
対に起こらないような保証制度が創設さ
れない限り，役職者については年限を
設けずに禁止することが必要です。（２）
省庁の幹部職員が，定年前に辞め，管
理監督権限を有する企業や関連機関に

z03007 全省庁

行政機関
の役職退
職者が，そ
の行政機
関が管理
監督権限
を有する企
業や関連
団体に就
職すること
を禁止する

5110 5110014

特定非営利
活動法人「子
どもに無煙環
境を」推進協
議会

14 A

行政機関の
役職退職者
が，その行政
機関が管理
監督権限を
有する企業
や関連団体
に就職するこ
とを禁止する

行政機関（例えば財務省）の退職者（役
職の）が，その行政機関が管理監督権
限を有する企業や関連団体（例えばＪＴ
やたばこ協会，販売組合など）に就職す
ることは，天下りであって癒着を生み，
行政の公平性を損なうので，禁止するこ
とが必要である。

行政と，管理監督される側は，天下りな
ど人事を通して癒着の事例が多くある
ので，公平性と透明性のために，禁止
が必要である。

近年，最近も，天下りによる不祥事が多
く見られることから，この禁止が行政改
革上からも必須である。

人事院等の法令

1/5
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特定非
営利活
動促進
法

市民は所轄
庁において、
特定非営利
活動法人か
ら提出された
役員名簿等
を閲覧請求
することがで
きる。

ｃ Ⅰ

　特定非営利活動促進法においては、
特定非営利活動法人は、自らに関する
情報をできるだけ公開することによっ
て、市民の信頼を得て、市民によって育
てられるべきであるとの趣旨から、広範
な情報公開制度が定められている。
　特定非営利活動法人の理事は法人の
業務決定および執行を担う者であり、適
正な業務運営を確保する観点から、法
人を代表する理事を３人以上おくことと
し、すべての理事について、欠格事由や
親族排除の要件を定め、役員報酬に関
する制限も課しているところである。
　かかる点を考慮すれば、市民の監視
の下で特定非営利活動法人の健全な
発展を図るためには、すべての理事の
情報を公開することが、必要不可欠で

あり、提案は応諾し難い。

-

　要望者から以下のような再意見が寄
せいられていますので再検討をお願い
します。『登記及び閲覧は，以下のよう
に代表理事のみに限定すれば，個人情
報保護法との整合性が保たれます。(1)
例えば，私立学校法第37条のように，
特定非営利活動促進法においても第16
条で代表権を有する役員を制限し，登
記はその代表権を有する理事長等に限
定する。(2)特定非営利活動促進法の第
28，29条の役員名簿と社員の住所又は
居所の備置き等及び閲覧，提出及び公
開（閲覧）については，代表権を有する

役員以外は除く，とする。』

ｃ Ⅰ

特定非営利活動法人は、行政の関与
が抑制された認証という手続きで法人
格取得が可能であり、また認証されるこ
とで一定の税制優遇が付与されること
から、法人の公益性や適正な業務運営
を確保するために他の法人と比べても
広範な情報公開を行うことが求められ

る。
　また、特定非営利活動法人は、幅広
い市民参加の下でそれらの意思が十分
に反映された市民活動を実施すること
が重要との観点から、全ての社員で構
成される社員総会を最高意思決定機関
とし、その決定に従い全ての理事が法
人の代表者として業務執行を担うことを
定めるとともに、全ての理事に対し欠格
事由や親族排除の要件を規定し、役員
報酬に関する制限を課すことによって適
正な業務運営が期待されている。
　このため、役員のみで構成する理事
会を前提として理事長の代表権を定め
る学校法人とは法人管理や規律に係る
根幹の制度設計が異なっており、市民
の監視の下で特定非営利活動法人の
健全な発展を図るためには全ての理事
の情報を公開することが必要不可欠で
あるため、要望者のご提案は応諾致し
かねる。なお、個人情報保護法は必ず
しも個人情報の有用な利用までも禁止

z03008 内閣府

特定非営
利活動促
進法など
で，代表理
事以外の
理事の個
人情報の
登記や閲
覧を除外
する措置

5110 5110015

特定非営利
活動法人「子
どもに無煙環
境を」推進協
議会

15 A

特定非営利
活動促進法
などで，代表
理事以外の
理事の個人
情報の登記
や閲覧を除
外する措置

特定非営利活動促進法が第16条で，理
事全員に代表権があると定めているた
めに，理事全員の登記，及び認証庁で
の閲覧により，自宅住所などの個人情
報を第三者が知ることが可能となってい
る。登記及び閲覧は代表理事のみに限
定すれば，個人情報保護法との整合性
が保たれる。

例えば学校法人は2004年の私立学校
法改正で法律上必ず理事長を置かなけ
ればならない（代表権は寄附行為＝定
款＝に特別の定めを置かない限り理事
長のみ）ことになったので，住所を登記
するのは理事長及びその他代表権を持
つこととされた理事だけになった（従来
はＮＰＯ法人と同様，理事全員の住所が
登記事項であった）。この問題に関して
はＮＰＯ法第16条を改正することが最も
近道で，またすっきりした解決方法と思
われる。

特定非営利活動促進法29条により，過
去３年間の役員の氏名及び住所・居
所，各役員についての報酬の有無を記
載した名簿について閲覧請求があった
場合には所轄庁は拒めない。個人情報
保護の趣旨で，代表理事以外の自宅住
所は非開示可能とすべきである。あるい
は事務所の登記・閲覧可に限定すべき
である。

特定非営利活動促進法，個人情報保護
法

民法第４
６６条第
２項

契約当事者
が反対の意
思表示をした
場合には債
権譲渡を行う
ことができな
い。（民法第
４６６条第２
項）

ｄ
平成17年1月から、債権譲渡対象を特
定目的会社等に拡大している。

省庁間での統一的な対応を願いたい。 z03009 全省庁

国・地方自
治体向け
金銭債権
の証券化
に関する
債権譲渡
禁止特約
の解除

5118 5118006
社団法人
リース事業協
会

6 A

国・地方自治
体向け金銭
債権の証券
化に関する
債権譲渡禁
止特約の解
除

各省庁及び地方自治体において、統一
的かつ早急に債権譲渡禁止特約の解
除の対象となる契約（リース契約等）及
び譲渡対象者の拡大（特定目的会社
等）を望む。

本年6月に同要望を提出したが、各省庁
の対応が異なり、引き続き、統一的かつ
早急な対応が求められる。

本要望につきましては、各省に確認をし
たところ、現行所管している省庁がござ
いません。要望の業務を所管する部署
ができた後に、民間開放が可能である
かの検討を進めていくこととなります。

- z03010 内閣府

行政機関、
在外公館
等の建物
内の盗聴
探査事業
の業務委
託

5120 5120001

特定非営利
活動法人
日本情報安
全管理協会

1 B

行政機関、
在外公館等
の建物内の
盗聴探査事
業の業務委
託

公的機関の建物内における盗聴探査事
業の民間への委託を市場化事業の対
象とする。
このことにより、恒常的に公的機関建物
内の盗聴探査を実施し、情報漏洩によ
る行政サービスの低下を防ぎ、個人情
報、機密情報等による被害から市民生
活の安全、安心を守ることを要望する。
また、国内だけでなく、在外公館や行政
機関海外事務所等についても定期的、
恒常的な情報セキュリティ点検を実施
し、テロや諜報活動に備える。

第3者機関による公共建築物への盗聴
探査を恒常的に実施し、盗聴行為に
よって公益が損なわれることを未然に防
止し、安全の安心の行政サービスを実
施する。
同時に、盗聴探査技術者の資格制度を
準公的な資格として認定することを制度
化することにより、盗聴探査技術者のレ
ベルを高める。

昨今においては、民間企業において情
報セキュリティの重要さが盛んに叫ばれ
ているが、行政機関等の公的な場所に
おいても、情報セキュリティ対応の不備
が問題となり、国家機密の漏洩や、個
人情報が流失し、行政サービスに支障
をきたすケースが多発しつつある。ま
た、公的機関から盗聴によって盗まれた
情報が犯罪に使われるケースも発生し
ている。このような状況から大事な機密
事項を守るだけでなく行政サービスの質
を高めるためにも不法者から市民生活
の安全と安心を守るためにも、この事業
の市場化は必要と考える

なし

盗撮禁止法案については、内容・施行
時期等が未定であり、

現時点で該当する所管省庁がないこと
から、市場化テストの検討対象になって
おりません。今後、該当する所管省庁が
確定した後、民間開放が可能であるか
検討を進めていくこととなります。

- z03011 内閣府

性的盗撮
禁止法案
制定に伴う
盗撮探査
事業の市
場化テスト

5120 5120002

特定非営利
活動法人
日本情報安
全管理協会

2 B

性的盗撮禁
止法案制定
に伴う盗撮
探査事業の
市場化テスト

現在、盗撮防止法ワーキングチームで
策定中の性的盗撮撮影禁止法案の制
定を先取りし、公的な場所における盗撮
探査の実施を制度化し、定期的なその
業務の実施を民間に委託する。

盗撮探査の技術者を民間で養成し、資
格試験を行うことによってその資格を公
的に認定する。有資格者を有する業者
に国家機関を含む公的な場所での、定
期的な盗撮探査の実施を委託する。
具体的な盗撮探査実施場所としては、
駅、公園内のトイレ等、図書館、公民館
等の盗撮行為が予測される場所、行政
サービス機関内におけるトイレ、更衣室
等などが考えられる。それらの場所での
定期的な盗撮探査の実施を行う。

盗聴防止法案が準備されている背景と
して、IT機器の進歩により、盗撮用の機
器が安価で誰にでも手に入る状況に
なっていることがある。その結果、近年
盗撮による被害が頻発するようになっ
た。また、盗撮された映像が、インター
ネット等を通じて公開されることも多く、
被害が質的にも量的にも拡大している。
公的な場所においても盗撮被害が頻発
しており、一般への被害もまた拡大して
いる。　　　　　　　　　法案が成立しても、
規制だけではなく盗撮に対する具体的
対策が必要であり、そのために盗撮探
査を制度化し民間に委託して、対応する
ことを提案する。

なし
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧 2006/2/715:03

該当法
令

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 管理コード 所管省庁
要望事項
（事項名）

要望主体
管理番号

要望事項
管理番号

分割
番号

グ
ループ
化番
号

要望主体名
要望
事項
番号

要望
種別
（規制
改革

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

国家公
務員法、
国家公
務員倫
理法等

内閣府では、
非行等の未
然防止の観
点から、服
務、倫理に関
する研修を
随時実施し
ている。

また、内閣府
職員の行政
上の行為の
適法性に係
る問題につ
いては、法令
遵守に万全
を期す観点
から、平成１
６年２月よ
り、法律の専
門家を室長と
する法令遵
守対応室を
設置してい
る。

ｄ －
すでに、年間を通じて研修を実施してい
る。また、法律の専門家を室長とする法
令遵守対応室を設置している。

- z03012 全省庁

コンプライ
アンス監査
システムの
導入

5120 5120003

特定非営利
活動法人
日本情報安
全管理協会

3 B
コンプライア
ンス監査シス
テムの導入

公務員による不正行為や非倫理的行為
を未然に防止し公共サービスのレベル
を高めるため、第三者機関による監査
システムを導入する。

コンプライアンスに関するアンケート調
査を各行政機関ごとに実施し、その結
果に基づいて客観的なコンプライアンス
レベルを評価、コンプライアンス研修を
行うことによりコンプライアンスレベルを
高める。このシステムは問題があってか
らの対応ではなくコンプライアンス意識
を高めることによる不祥事の予防システ
ムである。

昨今、公務員による不祥事露見が頻発
しているが、これを未然に防ぐために
は、何よりもコンプライアンス意識を高
めることにある。
事後においては、監察組織による対応
ということになるが、このシステムは少し
でも未然に不正を防ぐことが目的であ
る。

なし

0 - z03013 全省庁

利用者サ
イドに立っ
たオンライ
ン手続きの
見直しによ
る電子化
促進

5121 5121003

日本マルチ
ペイメント
ネットワーク
運営機構

3 A

利用者サイド
に立ったオン
ライン手続き
の見直しによ
る電子化促
進

電子的な手続きを躊躇させる主因と思
われる現行の公的認証の取扱い方法
の根本的見直しが必要と考える。即ち、
現在のように全ての手続きに一律に公
的認証を求めるやり方ではなく、手続き
毎にリスクの有無ならびに軽重を十分
吟味のうえ、問題なしとされる手続きに
は公的認証なしで簡易に手続きができ
るような検討を早期にお願いしたい。も
ちろん情報保護の観点ならびにインター
ネットという非対面での手続きに伴なう
必要な確認等の安全を十分考慮したう
えという条件付にはなろうが、これによ
り多くの利用者にとりオンライン手続き
が非常に身近なものとなり実利用の飛
躍的な伸びにつながるものと考える。ま
た、年度毎の利用目標を定め、実利用
の推移を利用者に還元すると共に、定
期的に利用者アンケートやパブリックコ
メントを募り、一層の見直しを図る仕組
み作りの検討をいただきたい。

現在利用が進まないオンライン手続き
に幅広く利用者を呼び込むために、「簡
易」に利用できる手続きへの見直し・仕
組み作りの検討が必要である。そして、
オンライン手続きの普及が実現すれば
同時に、手続き時に発生する料金・手数
料の電子収納についてのニーズも高ま
り、申請から納付までの一連の手続き
が「トランスポートレス（自宅から移動な
しに）」、「ペーパーレス（申請書なし
に）」、「キャッシュレス（現金のやりとりな
しに）」にて完了するという、行政手続の
電子化の目指す最終型への実現に向
けて大きな弾みがつくものと思料する。

0 - z03014 全省庁

モデル事
業を活用し
ての電子
政府の推
進

5121 5121004

日本マルチ
ペイメント
ネットワーク
運営機構

4 A

モデル事業
を活用しての
電子政府の
推進

モデル事業として運営している財務省
の国税電子申告・納税システム（ｅ－
Tax）、総務省の総合的なワンストップ
サービス整備事業（申請・届出窓口の一
括化・電子化）のように各省庁の予算要
求時等に既存の電子申告・電子納付の
取り扱い件数についても年度ごとに目
標値を明確化しての計画立案と事後評
価を確実に行って欲しい。すなわちモデ
ル事業を現行の予算編成を改革するた
めの試行事例としてのみだけでなく、電
子政府の活性化のためにも幅広く活用
して取扱い対象の多い電子申告・電子
納付の項目については適用することを
検討いただきたい。

（本項目は提案の対象外であるため、
回答はありません。）

- z03015 内閣府
国立図書
館の管理
運営業務

5134 5134002 民間企業 2 B
国立図書館
の管理運営
業務

国立国会図書館の機能のうち、特に一
般利用者向けサービスは国民の知的活
動を高めるため、きめ細やかなサービス
が求められる。効率的な運営や利便性
の向上、顧客満足の向上などサービス
においては民間企業の蓄積に一日の長
があることは周知であり、各種業務の一
層の民間開放を求めたい。

（1）一般管理（2）一般利用者へのサー
ビス業務

地方自治体においては「指定管理者制
度」の導入により、十分とは言えないも
のの、民間企業にも図書館運営事業参
画の門戸が開かれ、民間企業や団体が
管理運営の実績を着々と積んでいる。
地方自治体で既存団体と民間企業が競
合・連携する事例がすでにいくつも誕生
している以上、国立図書館においても官
民競争入札あるいは官民協働を行わな
い理由はないと考える。

①　市場化テスト導入の際の均一化措
置としては第三者機関による公正・公明
な審査、②　開示すべき情報として館別
の収支および財務状況、が挙げられま

す。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧 2006/2/715:03

該当法
令

制度の現状
措置
の分
類

措置
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容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 管理コード 所管省庁
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要望主体
管理番号

要望事項
管理番号

分割
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グ
ループ
化番
号

要望主体名
要望
事項
番号

要望
種別
（規制
改革
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具体的
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具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

-

特別会計改革及び総人件費改革に当
たっては、「行政改革の重要方針」に基
づき、事業の要否及び主体について仕

分けを行い効率化を図る。

- z03016 内閣府

構想日本
が地方自
治体で実
施した「事
業仕分け」
を、国の事
務・事業を
対象に行
い、官業開
放を推進
すべき

5136 5136015

（社）日
本ュービジネ
ス協議会連
合会

15 B

構想日本が
地方自治体
で実施した
「事業仕分
け」を、国の
事務・事業を
対象に行い、
官業開放を
推進すべき

構想日本が平成14年2月から12自治体
で実施した「事業仕分け」作業は、自治
体の事務・事業の要不要を洗い出し、自
治体行革と官業開放の両面で大きな成
果を挙げてきた。日本ニュービジネス協
議会は、構想日本の「事業仕分け」作業
に、民間経営の視点から協力してきた。
こうした活動を高く評価された小泉首相
は、与党（自民・公明）主導で「事業仕分
け」を導入するよう指示した。現在、内閣
府で市場化テスト法案の企画・立案が
行われているが、同法制定と併せて国
の事務・事業を対象とする「事業仕分
け」を速やかに導入すべきである。

国の事務・事業を対象とする仕分け作
業に、経営者や公認会計士などが参加
することにより、民間経営の視点から公
務の要不要を点検し、税金の無駄遣い
をなくす。さらに、「民間ができることは
民間へ」の政府方針を徹底させ、官業
開放を推進することができる。

予算項目ごとに要不要を見直す「事業
仕分け」作業は、自治体行革と官業開
放の両面で大きな成果を挙げてきた。
小泉首相も高く評価しており、国の事
務・事業への導入を急ぐべきである。

なし

自治体を対象とした「事業仕分け」作業
の実施状況と、その成果について、内
閣府が構想日本や対象自治体からヒア
リングを行ことを検討すべきである

－ － ｂ －

「規制改革・民間開放推進３か年計画
（改定）」（平成17年３月25日閣議決定）
では、市場化テストの検討対象は、国
（各府省の内部部局、外局、地方支分
部局に加え、独立行政法人等を含む。
以下同じ。）及び地方公共団体の全て
の事業とされているところであります。
また、その後に出された提言である
「「小さくて効率的な政府」の実現に向け
て－公共サービス効率化法（市場化テ
スト法）案の骨子等－」（平成17年９月27
日規制改革・民間開放推進会議）にお
いても、上記の閣議決定を踏まえて市
場化テスト法の対象事業については、
想定される公共サービスすべて（各府省
の内部部局、外局、地方支分部局に加
え、独立行政法人等が実施するすべて

の事業）とされています。
このため、内閣府（市場化テスト推進
室）としては、ご提案の趣旨を踏まえて、
市場化テストの平成18年度からの本格
的導入に向け、「公共サービス効率化
法（市場化テスト）案（仮称）」を平成17
年度中に策定すべく、現在関係各省庁
及び内閣法制局等との協議を行い、法
制化に向けての準備を行っております。

- z03018 内閣府

市場化テ
ストの実施
にあたって
は、その対
象に特殊
法人も含
めること

5147 5147002 民間企業 2 B

市場化テスト
の実施にあ
たっては、そ
の対象に特
殊法人も含
めること

市場化テスト事業の対象に特殊法人の
事業も含めること

‐

市場化テストの実をあげるためには、純
粋な「官」の事業のみにとどまらず、行
政の強い支配・影響下にある公益法人
等の事業もその対象としていくことが不
可欠です。かかる公益法人等も市場化
テストの対象とすることにより、官主導で
密室的に進められていると批判されが
ちな現在の特殊法人改革や公益法人
改革を、より透明で国民に分かりやすい
形で実施していくことができるものと期
待されます。

‐ ‐

－ － ｂ －

「評価基準は、客観的なものとし、その
本来の目的にかんがみ、サービスの
質・価格等に着目した総合的な基準を
適用する。」（規制改革・民間開放推進３
か年計画（改定）（平成17年３月25日閣
議決定））とされています。また、現在実
施中のモデル事業の評価からも「コスト
と質についての評価の適正化」の重要
性とともに、落札者の選定等に際し透明
性・中立性・公正性の確保の観点から
「中立的かつ強力な権能を有する「第三
者機関」の設置」の必要性が指摘されて
います。このことから、公共サービス効
率化法（市場化テスト法）（仮称）の制定
にあたっては、官民競争入札の実施に
関する事項として、「官民競争入札を実
施し、落札者を選定するに当たっては、
公共サービスの質及び価格に着目した
総合的な評価基準を適用することを原
則とする。また透明・中立・公正の確保
の観点から、当該公共サービスの所管
省庁は、「官民競争入札の実施に関す
る方針」に従い、「第三者機関」の議を
経て、落札者を選定し、公表するものと
する。」（「「小さくて効率的な政府」の実
現に向けて－公共サービス効率化法
（市場化テスト法）案の骨子等－」（平成
17年９月27日規制改革・民間開放推進
会議））とされているため この具体化に

- z03019 内閣府

市場化テ
ストの実施
にあたって
は提案内
容に重きを
おいた評
価方法を
採用し、低
価格入札
を排除する
こと

5147 5147003 民間企業 3 B

市場化テスト
の実施にあ
たっては提案
内容に重き
をおいた評
価方法を採
用し、低価格
入札を排除
すること

市場化テストの実施にあたっては、総合
評価方式の加算方式を採用するなど、
提案内容に重きを置いた評価方法を採
用すべきである

‐

現行の入札制度では価格が決定的な
要素となるため、これまで対象事業の委
託を受けてきた公益法人等が極端な低
価格で落札することが可能となっていま
す。これは民間事業者の参入意欲を著
しく減退させ、市場化テスト事業そのも
のの効果を失わせる事態を招くもので
す。市場化テスト本来の目的を達するた
め、提案の内容に基づいて最も適切な
主体が選定される評価方法を採用する
ことが不可欠です。

‐ ‐

－ － ｂ －

規制改革・民間開放推進３か年計画（改
定）（平成17年３月25日閣議決定）にお
いて、「官民間の競争条件の均一化等
が継続的に確保されるようにするため、
透明性・中立性・公正性の観点から、市
場化テストの実施プロセスに対し、中立
的な第三者機関が監視等を行う」ことと
されており、また、「落札者は、定期的
に、落札条件・契約条件に基づきサービ
スを提供しているか否か等についての
モニタリングを受ける。落札者が官であ
る場合にも、同様にモニタリングを受け
るものとする。また、一定期間後に、再
入札を実施する。」こととされておりま

す。
また、その後「「小さくて効率的な政府」
の実現に向けて－公共サービス効率化
法（市場化テスト法）案の骨子等－」（平
成17年９月27日規制改革・民間開放推
進会議）においても、「公共サービスの
徹底した情報開示とすべての実施プロ
セスの監視等を行う中立的かつ強力な
権能を有する「第三者機関」を内閣府に
設置する」、「公共サービスに係る契約
期間の終了にあわせて、再入札を実施
するものとする。ただし、モニタリング
（監督・検査等）の結果等を踏まえ、当
該公共サービスを廃止等することが適
当と評価される場合には 再入札は実

- z03020 内閣府

市場化テ
ストの実施
にあたり、
低入札価
格調査の
透明性の
確保と事
後チェック
の徹底を
図ること

5147 5147004 民間企業 4 B

市場化テスト
の実施にあ
たり、低入札
価格調査の
透明性の確
保と事後
チェックの徹
底を図ること

市場化テスト事業の基準価格を下回る
入札に対する調査の過程・内容・結果
等の公表を義務づけ、他の入札参加者
による異議申し立てを認める等の方法
により選定プロセスの透明性を確保す
るとともに、当該事業につき適切な履行
がなされているか事後チェックを徹底す
べきである

‐

現行の低入札価格調査は、調査の内
容・結果等の公表が一切行われず、客
観性・透明性の点で大きな問題がありま
す。低入札価格調査にあたっては入札
主体に入札金額の積算資料を提出さ
せ、積算に根拠がない場合や、そもそも
資料が提出できない場合には失格とす
べきです。また、本積算資料と判定結果
については、少なくとも入札参加者に公
表を義務づけ、異議申し立ての機会も
保障すべきです。さらに、履行が可能と
判断され契約がなされた場合も、履行
の状況について継続的・定期的な事後
チェックを行い適正な履行を担保すべき
であります。

‐ ‐
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－ － ｂ －

内閣府（市場化テスト推進室）としては、
ご提案の趣旨も踏まえつつ、市場化テ
ストの平成18年度からの本格的導入に
向け、「公共サービス効率化法（市場化
テスト）案（仮称）」を平成17年度中に策
定すべく、現在関係各省庁及び内閣法
制局等との協議を行い、法制化に向け

ての準備を行っております。

- z03021 内閣府

市場化テ
スト事業の
入札にあ
たっては、
予定価格
を事前に
公表するこ
と

5147 5147005 民間企業 5 B

市場化テスト
事業の入札
にあたって
は、予定価
格を事前に
公表すること

会計法令上の特例措置を設けることに
より、市場化テスト事業の入札に際し、
あらかじめ予定価格を公表すること

‐

会計法令上、公共調達においては、予
定価格の制限の範囲内で入札した者で
なければ契約の相手方とはできず、且
つその予定価格は「封書」として秘密扱
いにすることとされています。しかし、入
札参加者の側からすれば、上限価格を
想定せずにサービス内容を決定するこ
とは不可能であり、予定価格の秘匿は、
参加者の心理的負担を高めるだけでな
く、予定価格を探ろうとする不正行為を
誘発するなど、入札の透明性を大きく阻
害するものです。すでに地方公共団体
では予定価格の事前公表が広がりつつ
あることから、市場化テストにおいても、
会計法令上の特例措置を設け、予定価
格を事前に公表できるようにしていただ
きたいと考えます。

‐ ‐

－ － ｂ －

「規制改革・民間開放推進３か年計画
（改定）」（平成17年３月25日閣議決定）
では、官業に関する情報開示として、
「官民間の競争を真に実現するため、市
場化テストの対象となる官業について、
民間事業者等が入札への参加を検討
するに足る十分な情報を透明化し、公
開する。」また、競争条件均一化等の確
保のための監視機能の整備として｢官
民間の競争条件の均一化等が継続的
に確保されるようにするため、透明性・
中立性・公平性の観点から、市場化テ
ストの実施プロセスに対し、中立的な第
三者機関が監視等を行う。」こととされて

おります。
同様の点は、「「小さくて効率的な政府」
の実現に向けて－公共サービス効率化
法（市場化テスト法）案の骨子等－」（平
成17年９月27日規制改革・民間開放推
進会議）においても指摘されており、こ
のため、内閣府（市場化テスト推進室）
としては、ご提案の趣旨を踏まえて、市
場化テストの平成18年度からの本格的
導入に向け、「公共サービス効率化法
（市場化テスト）案（仮称）」を平成17年
度中に策定すべく、現在関係省庁及び
内閣法制局等との協議を行い、法制化
に向けての準備を行っております。

- z03022 内閣府

市場化テ
スト実施に
係る情報
公開を徹
底すること

5147 5147006 民間企業 6 B

市場化テスト
実施に係る
情報公開を
徹底すること

市場化テストの対象となる事業につき、
民間からの情報公開請求を受け付ける
窓口を設け、正確なコスト開示を行って
いくべきである

‐

今般のモデル事業実施にあたり、所轄
官庁から示されたフルコストやパフォー
マンスにかかる資料は、いずれも所轄
官庁が独自で積算・作成したものであ
り、客観性や正確性に欠けるものでし
た。これらのデータが、その後のモデル
事業の評価にあたって重要な指標と
なっていくことからしても、より正確かつ
詳細なコスト開示が求められるところで
す。そこで、市場化テストの対象となる
事業については、第三者機関が情報開
示請求の窓口となり、担当部署に回答
を指示・命令できるような仕組みの構築
が必要と考えます。

‐ ‐
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